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五条若宮陶器祭 反社会的勢力排除に関する表明・確約（同意書）

申込者（以下「申込者」という。）は、五条若宮陶器祭実行委員会（以下「実行委員会」という。）
が主催・運営する五条若宮陶器祭（以下「本祭」という。）への参加申込み（出店申込み、運営委託
に係る申込み、ならびに本祭の運営に関与する者としての登録を含む。）にあたり、次のとおり表明
し、確約し、同意します。

注：本書は「申込フォーム上の同意チェック」により取得されます（提出・記入は不要）。申込者は、申込
フォーム上で指定された申込区分（出店者側／委託先側 等）に基づき、本同意を行うものとします。

※使用人等についても、各人が本書内容に同意します。

0. 用語の定義

0-1. 関係者

「関係者」とは、申込者本人に加え、本祭への参加・運営に関与する者（出店者側の使用人等、委託
先の役員・使用人等、その他実行委員会が本祭運営上必要と認める者）をいいます。

0-2. 反社会的勢力

「反社会的勢力」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(5) 準暴力団
(6) その他前各号に準ずる者
(7) 過去5年以内に上記(1)～(6)に該当していた者
(8) 上記(1)～(7)に該当する者が、実質的に経営を支配し、又は運営に関与していると、実行委員会が合
理的根拠に基づき判断する者
（以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。）

1. 表明・確約（反社会的勢力に該当しないこと）

申込者は、申込者および関係者が、現在および将来にわたり反社会的勢力に該当しないことを表明し
、確約します。

2. 関係遮断（支配・関与・利益供与の禁止）

申込者は、申込者および関係者が、反社会的勢力と次のいずれの関係も有しないことを表明し、確約
します。
(1) 反社会的勢力による支配・関与（実質的な経営支配、資金提供、便宜供与、名義貸し等を含む）
(2) 反社会的勢力への資金提供・利益供与（みかじめ料、ショバ代その他名目を問わない）
(3) 反社会的勢力との取引関係・人的関係・社会的関係その他一切の関係
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3. 禁止行為

申込者は、申込者および関係者が、次の行為を行わないことを確約します。
(1) 反社会的勢力に対し、金品その他の利益を供与する行為
(2) 反社会的勢力またはその支援者等を雇用・利用し、又は関与させる行為
(3) 反社会的勢力による不当要求、威迫、暴力的行為等に協力し、又はこれを助長する行為
(4) 反社会的勢力との間で、名義貸し、仲介、取引、便宜供与等を行う行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3-1. 出店者側（店舗責任者・出店者側使用人等）の追加遵守

出店者側（店舗責任者および出店者側使用人等）は、上記に加え、実行委員会が定める本祭の運営ル
ール・出店規約・許可条件（募集要項等で別途掲示するものを含む。以下「運営ルール等」という。
）に反する行為（名義貸し、来場者への迷惑行為、許可証掲示義務違反等）を行わないことを確約し
ます。

3-2. 委託先側（露店組合／イベント会社の役員・使用人）の追加遵守

委託先側（露店組合／イベント会社の役員・使用人）は、上記に加え、違反の疑いを把握した場合に
、是正・排除等の適切な措置を講じ、放置・黙認しないことを確約します。

3-3. 実行委員会役員（新任含む）の追加遵守

実行委員会役員（新任含む）は、上記に加え、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します
。
(1) 反社会的勢力にみかじめ料、ショバ代などの名目を問わず金品その他の利益を供与する行為
(2) 反社会的勢力及びその支援者などを従業員として使う、又は関与させる行為
(3) その他前各号に準ずる行為

4. 違反時の措置（取消・撤退・返金等）

申込者または関係者が、前各条項に違反し、又は表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し
た場合、申込者は、実行委員会が必要と認める次の措置を行うことに異議がありません。
(1) 参加／出店の取消し、退場、以後の参加禁止等
(2) 委託の取消し、委託先の撤退要請、運営からの排除等
(3) 本祭運営上必要な範囲での関係者情報の確認・共有（関係機関照会を含む）
(4) その他本祭の安全・秩序維持のために必要な措置

また、実行委員会役員（新任含む）に関する申込みの場合、役員の解任等の措置を受けても異存はあ
りません。

また、当該措置により生じた一切の損害について、申込者は自らの責任とします。
実行委員会は、当該措置に伴い、参加費・出店料・委託料等の全部または一部を返金しない場合があ
ります。

5. 照会等への同意（警察等への意見照会）

申込者は、申込者および関係者が反社会的勢力に該当するか否かについて、実行委員会が警察等の関
係機関に対し、意見照会その他必要な確認を行うことに同意します。
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6. 個人情報の取扱いへの同意

申込者は、申込フォームで入力・提出する情報（本人確認書類画像を含む。）および本同意内容が、
反社会的勢力排除の確認ならびに本祭の運営・安全管理のために利用されることに同意します。
また、実行委員会が前記目的の達成に必要な範囲で、警察等の関係機関への照会・提供を行う場合が
あることに同意します。

6-1. 保管期間および廃棄

実行委員会は、反社会的勢力排除の確認および本祭の運営・安全管理の目的のため、申込フォームで
取得した情報（本人確認書類画像を含む。）を、本祭終了後3年間保管します（法令等によりより長い
保存が必要な場合を除く。）。
保存期間経過後、実行委員会は、当該情報を復元不能な方法で速やかに廃棄・消去します。

6-2. 第三者提供

実行委員会は、前記目的の達成に必要な範囲で、警察等の関係機関への照会・提供、ならびに本祭運
営に必要な委託先（例：本人確認・審査・会場運営等の業務受託者）への提供を行う場合があります
。申込者はこれに同意します。

7. ルールの優先関係

本同意書と運営ルール等（出店規約・募集要項等を含む。）の内容が抵触する場合は、運営ルール等
が優先して適用されます。
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